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　けがや病気など、いざというときに安心して医

療が受けられるように、みんなで負担しあって支

える国民健康保険。

　国民健康保険（国保）は、健康保険や共済組合な

ど職場の健康保険に加入していない人や自営業者

などが加入する医療保険制度です。

国保だより国保だより国保だより国保だより
保
険
証
を
更
新

健
康
家
庭
表
彰

 
表
彰
基
準


適
正
で
す
。

現
在
の
国
保
の
保
険
証
を
そ
の

ま
ま
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

20年以上、もしくは

40歳を超えて10年以

上会社に勤めていた

年金を受給している

国保以外にも保険証を

持っている

確認してみてください。あなたの国民健康保険証

はい

スタート

はい

はい いいえ

いいえ

はい

はい

いいえいいえ

いいえ

はい

国保に加入している

　
今
月
１
日
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
︵
保
険
証
︶
が
、
新

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
の
色
は
、
一
般
用
が
水
色
、

退
職
者
用
が
緑
色
で
す
。
９
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
し
た
が
、
届
い
て

い
ま
す
か
。

　
記
載
内
容
を
確
認
し
て
、
医
療

機
関
な
ど
で
受
診
す
る
場
合
は
、

必
ず
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
保
険
医

療
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
一
部
の
世
帯
に
つ
い
て

は
、
国
保
税
の
納
付
と
納
付
相
談

を
兼
ね
た
窓
口
更
新
と
な
り
ま
す
。

　
１
年
間
一
度
も
医
療
機
関
に
か

か
ら
ず
、
健
康
に
過
ご
し
た
世
帯

を
表
彰
し
ま
す
。
今
年
度
の
被
表

彰
世
帯
は
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
５
３
１
世
帯
で
す
。
代

表
者
を
10
月
27
日
の
市
民
保
健
・

福
祉
ま
つ
り
で
表
彰
し
、
11
月
に

表
彰
状
と
記
念
品
を
郵
送
し
ま
す
。

・
平
成
18
年
度
に
１
年
間
継
続
し

て
国
保
資
格
が
あ
り
、
か
つ
医
療

機
関
な
ど
へ
か
か
ら
な
か
っ
た
世

帯・
平
成
18
年
度
の
国
保
税
を
納
期

限
内
に
納
付
し
た
世
帯

年間の収入は130万円未満(60

歳以上の人は180万円未満)で、

他の家族は国保以外の保険証

を持っている

一般用の保険証

退職者用の保険証

保険の二重加入です。

　国民健康保険の喪失手続

きが必要です。新しい保険

証・国保の保険証・印鑑を

持参して市民課、または各

支所住民生活課で手続きし

てください。

誰かの扶養に入れませんか？

　世帯の生計を維持している人が

社会保険・共済保険などの保険証

を持っている場合、扶養に入れる

可能性があります。

　生計を維持している人の勤務先

で確認してください。

退職者医療の該当になります。

　長年会社などに勤め、年金を受給して

いる人などは、老人保健制度に切り替わ

るまで退職者医療制度が適用されます。

　保険証・年金証書・印鑑を持参して市

民課、または各支所住民生活課で手続き

してください。

老人保健受給者証を

持っている
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ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
で
き
る
時
間

を
み
つ
け
て
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
、
こ
れ
ま
で
運

動
習
慣
が
な
か
っ
た
人
で
も
す
ぐ

に
始
め
ら
れ
る
気
軽
さ
が
あ
り
、

体
へ
の
負
担
が
多
く
か
か
ら
な
い

有
酸
素
運
動
で
す
。
ま
た
き
つ
い

と
感
じ
た
ら
す
ぐ
に
ペ
ー
ス
ダ
ウ

ン
で
き
、
運
動
レ
ベ
ル
を
調
整
し

や
す
い
点
も
初
心
者
に
は
安
心
で

す
。

・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
前
後
は
ス
ト
レ

　
ッ
チ
を
し
よ
う
。

・
正
し
い
フ
ォ
ー
ム
で
歩
こ
う
。

・
友
達
や
仲
間
、
夫
婦
と
会
話
を

　
し
な
が
ら
歩
こ
う
。

・
車
や
信
号
が
少
な
い
場
所
を
歩

　
こ
う
。

                                             

　　
歩
い
た
距
離
に
応
じ
て
、
希
望

す
る
Ｊ
Ｒ
路
線
地
図
の
升
目
を
塗

っ
て
く
だ
さ
い
。
各
路
線
を
終
了

す
る
と
ス
タ
ン
プ
を
押
し
、
次
の

Ｊ
Ｒ
路
線
地
図
と
記
念
品
を
渡
し

ま
す
。

対
象
　
40
歳
以
上
の
人

申
し
込
み
先
　
保
険
医
療
課
︵
▹

　
０
８
４
８
≐
６
０
５
０
︶
、
保

　
健
福
祉
課
︵
▹
０
８
４
８
≐
６

　
０
６
１
︶
、
ま
た
は
本
郷
保
健

　
福
祉
セ
ン
タ
ー
︵
▹
０
８
４
８

　
≣
３
６
０
９
︶
、
久
井
保
健
福

　
祉
セ
ン
タ
ー
︵
▹
０
８
４
７
∭

　
８
３
５
１
︶
、
大
和
保
健
福
祉

　
セ
ン
タ
ー
︵
▹
０
８
４
７
∯
０

　
９
６
０
︶

対
象
　
40
歳
以
上
の
人

貸
出
料
　
無
料

貸
出
期
間
　
１
か
月

申
し
込
み
先
　
保
険
医
療
課
︵
▹

　
０
８
４
８
≐
６
０
５
０
︶
、
保

　
健
福
祉
課
︵
▹
０
８
４
８
≐
６

　
０
６
１
︶
、
ま
た
は
本
郷
保
健

　
福
祉
セ
ン
タ
ー
︵
▹
０
８
４
８

　
≣
３
６
０
９
︶
、
久
井
保
健
福

　
祉
セ
ン
タ
ー
︵
▹
０
８
４
７
∭

　
８
５
５
１
︶
、
大
和
保
健
福
祉

　
セ
ン
タ
ー
︵
▹
０
８
４
７
∯
０

　
９
６
０
︶

　
夜
間
や
早
朝
に
歩
く
人
の
事
故

防
止
の
た
め
、
蛍
光
タ
ス
キ
を
貸

し
出
し
て
い
ま
す
。

対
象
　
小
学
生
以
上
で
２
人
以
上

　
の
グ
ル
ー
プ
︵
小
学
生
は
保
護

　
者
と
一
緒
に
︶

貸
出
料
　
無
料

申
し
込
み
先
　
保
健
福
祉
課
︵
▹

　
０
８
４
８
≐
６
０
６
１
︶
、
ま

　
た
は
本
郷
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
︵
▹
０
８
４
８
≣
３
６
０
９
︶
、

　
久
井
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
︵
▹

　
０
８
４
７
∭
８
５
５
１
︶
、
大

　
和
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
︵
▹
０

　
８
４
７
∯
０
９
６
０
︶

　
交
通
事
故
な
ど
で
第
三
者
︵
加

害
者
︶
の
行
為
に
よ
っ
て
け
が
を

し
た
と
き
、
そ
の
医
療
費
は
加
害

者
が
全
額
負
担
す
る
の
が
原
則
で

す
。

　
し
か
し
、
そ
の
賠
償
が
遅
れ
た

り
す
る
と
き
は
、
保
険
証
を
使
っ

て
診
療
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
、

こ
の
と
き
の
費
用
は
、
後
日
国
保

が
加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
　

　
こ
の
場
合
に
は
、
必
ず
国
保
の

窓
口
︵
保
険
医
療
課
︶
に
連
絡
し
、

﹁
第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
﹂
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
加
害
者
か
ら
医
療
費

を
受
け
取
っ
た
り
、
無
断
で
示
談

し
た
場
合
は
保
険
証
を
使
っ
て
診

療
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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分で守ろう、自分の健康

　健康は、ながい人生を豊かで快適に暮らすために、かけがえ

のないものです。市では、健康管理や健康づくりのための、助

成事業を行なっています。今一度、生活習慣を見直して、自分

の健康は自分で守っていきましょう。

始
め
て
み
ま
せ
ん
か

ウ
棈
ῴ
キ
ン
グ

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
ポ
イ
ン
ト

歩
い
て
健
康
の
旅 

万
歩
計
の
貸
し
出
し

蛍
光
タ
ス
キ
の
貸
し
出
し

交
通
事
故
に
遭
ℕ
た

と
き
の
医
療
費
は
？

届け出

一
部
負
担

金
の
支
払

い 支
払
い

請
　
求

診
　
療

自

医療費の保険者
負担分の支払い

国保の窓口
（保険医療課）

加　害　者医療機関

被　害　者
（国保加入者）

国
保
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　
保
険
医
療
課
︵
▹
０
８
４
８
≐

　
６
０
５
０
◃
０
８
４
８
≍
２
１

　
３
０
︶


